
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 27

無 無

条例名称 公布日 施行日

現
在
の
状
況

計画名称

女性
活躍
推進

法との
関係

現在
の

状況

19 23 27 25

33 100 岡山市
女性が輝くまちづくり推進
課

1 1 1 1
岡山市男女共同参画社会の形成の促
進に関する条例

平成13年6月27日 平成13年10月1日
岡山市男女共同参画社会の形成の促進
に関する基本計画

平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

33 202 倉敷市 男女共同参画課 1 1 0 1 倉敷市男女共同参画条例 平成12年12月22日 平成13年4月1日
くらしきハーモニープラン～第三次倉敷市
男女共同参画基本計画～

平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

33 203 津山市 人権啓発課 1 1 1 1 津山市男女共同参画まちづくり条例 平成14年3月22日 平成14年10月1日 第4次津山男女共同参画さんさんプラン 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

33 204 玉野市 総務課 1 1 1 1 玉野市男女共同参画推進条例 平成14年3月29日 平成14年4月1日 第４次たまの男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

33 205 笠岡市 人権推進課 1 2 1 1 笠岡市男女共同参画推進条例 平成15年7月1日 平成15年7月1日 第4次かさおかウィズプラン 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

33 207 井原市 企画課 1 2 1 1 井原市男女共同参画のまちづくり条例 平成15年3月18日 平成15年10月1日 第3次いばら男女共同参画プラン 平成23年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

33 208 総社市 人権・まちづくり課 1 2 1 1 総社市男女共同参画推進条例 平成17年3月22日 平成17年3月22日 第４次総社市男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

33 209 高梁市 市民課 1 2 1 1 高梁市男女共同参画推進条例 平成17年3月28日 平成17年4月1日 第２次高梁市男女共同参画基本計画 平成24年4月 ～ 令和4年3月 0

33 210 新見市 総合政策課 1 2 1 1 新見市男女共同参画まちづくり条例 平成17年3月31日 平成17年3月31日 第3次にいみ男女共同参画プラン 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

33 211 備前市 市民協働課 1 2 1 1 備前市男女共同参画まちづくり条例 平成17年3月22日 平成17年3月22日 第3次備前市男女共同参画基本計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

33 212 瀬戸内市 人権啓発室 1 2 1 1 瀬戸内市男女共同参画推進条例 平成17年7月1日 平成17年7月1日 第２次瀬戸内市男女共同参画基本計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

33 213 赤磐市 協働推進課 1 2 1 1 赤磐市男女共同参画推進条例 平成20年3月27日 平成20年4月1日 第3次赤磐市男女共同参画基本計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

33 214 真庭市 くらし安全課 1 2 1 1 真庭市男女共同参画推進条例 平成17年12月26日 平成17年12月26日 （第3次）真庭市男女共同参画基本計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

33 215 美作市 くらし安全課 1 2 1 1
美作市男女共同参画まちづくり促進に
関する条例

平成17年3月31日 平成17年3月31日 第２次美作市男女共同参画プラン 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

33 216 浅口市 地域創造課 1 2 1 1 浅口市男女共同参画推進条例 平成20年3月25日 平成20年4月1日 第3次浅口市男女共同参画基本計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

33 346 和気町 社会教育課 2 2 0 1
和気町男女共同参画まちづくり推進に
関する条例

平成19年12月17日 平成19年12月17日 1

33 423 早島町 まちづくり企画課 1 2 0 0 早島町男女共同参画推進条例 平成29年3月17日 平成29年4月1日 第３次早島町男女共同参画基本計画 平成29年4月 ～ 令和9年3月 1

33 445 里庄町 企画商工課 1 2 1 1 里庄町男女共同参画推進条例 平成24年3月14日 平成24年4月1日 第３次里庄町男女共同参画基本計画 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

33 461 矢掛町 総務企画課 1 2 0 1 矢掛町男女共同参画推進条例 平成29年3月24日 平成29年4月1日 第２次矢掛町男女共同参画推進計画 平成29年4月1日 ～ 令和9年3月31日 1

33 586 新庄村 住民福祉課 1 2 0 0 新庄村男女共同参画の推進条例 平成14年9月26日 平成15年4月1日 第3次新庄村男女共同参画基本計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 0

33 606 鏡野町 まちづくり課 1 2 0 1 鏡野町男女共同参画推進条例 平成31年3月29日 平成31年3月29日 第２次鏡野町男女共同参画基本計画 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

33 622 勝央町 教育振興部 2 2 1 1 勝央町男女共同参画推進条例 平成22年6月25日 平成22年7月1日 勝央町男女共同参画推進基本計画 平成24年4月 ～ 令和4年3月 0

33 623 奈義町 総務課 1 2 0 0 奈義町男女共同参画推進条例 平成21年12月8日 平成21年12月8日
第2次奈義町男女共同参画基本計画「な
ぎうぃずぷらん」

平成28年3月 ～ 令和3年3月 1

33 643 西粟倉村 総務企画課 1 2 0 0 西粟倉村男女共同参画推進条例 平成19年3月20日 平成19年4月1日 0

33 663 久米南町 総務企画課 1 2 1 1 久米南町男女共同参画社会推進条例 平成22年9月30日 平成22年10月1日
第２次くめなん男女共同参画社会推進プ
ラン

平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

33 666 美咲町 地域みらい課 1 2 1 1 美咲町男女共同参画まちづくり条例 平成17年3月22日 平成17年3月22日 第3次美咲町男女共同参画基本計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

33 681 吉備中央町 協働推進課 1 2 1 1 吉備中央町男女共同参画推進条例 平成19年3月30日 平成19年4月1日 第３次吉備中央町男女共同参画基本計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係
２　教育委員会 ０　無 １　令和２年３月末までの制定を目途に検討中 １　一体

２　令和２年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない 現在の状況
２　１ではない ０　無 １　策定に向け検討中

０　策定予定がない、検討していない

有
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掌

庁
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会
議
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有
無

所

属 計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（平成31年4月1日現在で有効なもの）

有



市町村４－２

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

6 0 6 6 0 0 6 0 0

33 100 岡山市
岡山市男女共同参画社会推進セ
ンター

さんかく岡山 700-0822 岡山市北区表町三丁目14-1-201 086-803-3355 086-803-3344
http://www.city.okayama.jp
/shimin/danjo/danjo_00050.
html

○ ○ ○

33 202 倉敷市
倉敷市男女共同参画推進セン
ター

ウィズアップくらし
き

710-0055 倉敷市阿知１丁目７番１－６０３号 086-435-5750 086-435-5755
http://www.city.kurashiki.ok
ayama.jp/danjyo/withup

○ ○ ○

33 203 津山市
津山男女共同参画センター「さん・
さん」

さん・さん 708-8520 岡山県津山市新魚町17番地　アルネ・津山5階 0868-31-2533 0868-31-2534
https://city.tsuyama.lg.jp/lif
e/index2.php?id=2051

○ ○ ○

33 204 玉野市
玉野市男女共同参画推進セン
ター

706-0002 玉野市築港4丁目25番10号 0863-33-7867 0863-33-7868
https://www.city.tamano.lg.j
p/soshiki/5/1318.html

○ ○ ○

33 205 笠岡市
笠岡市男女共同参画推進セン
ター

てらすセンター 714-0081
笠岡市笠岡1872番地19　笠岡市役所分庁第4
2階

0865-62-5769 0865-62-5767
https://www.city.kasaoka.o
kayama.jp/soshiki/10/teras
u-center2016.html

○ ○ ○

33 207 井原市

33 208 総社市

33 209 高梁市

33 210 新見市 新見市男女共同参画プラザ 718-0011 岡山県新見市新見823番地1 0867-72-6159
https://www.city.niimi.okay
ama.jp/gyosei/gyosei_detail
/index/233.html

○ ○ ○

33 211 備前市

33 212 瀬戸内市

33 213 赤磐市

33 214 真庭市

33 215 美作市

33 216 浅口市

33 346 和気町

33 423 早島町

33 445 里庄町

33 461 矢掛町

33 586 新庄村

33 606 鏡野町

33 622 勝央町

33 623 奈義町

33 643 西粟倉村

33 663 久米南町

33 666 美咲町

33 681 吉備中央町

岡山県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成31年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 岡山県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

6 4 5 6 6 1 6 2 0 1

33 100 岡山市
岡山市男女共同参画社会推進セ
ンター

平成12年4月1日 2 6 15,179 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 託児ボランティア会による託児室運営

33 202 倉敷市
倉敷市男女共同参画推進セン
ター

平成13年4月1日 1 5 25,286 ○ ○ ○ ○

33 203 津山市
津山男女共同参画センター「さ
ん・さん」

平成11年4月2日 3 5 6,980 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 204 玉野市
玉野市男女共同参画推進セン
ター

平成14年4月1日 0 3 823 ○ ○ ○ ○ ○

33 205 笠岡市
笠岡市男女共同参画推進セン
ター

平成13年4月1日 2 1 1,316 ○ ○ ○ ○ ○

33 207 井原市

33 208 総社市

33 209 高梁市

33 210 新見市 新見市男女共同参画プラザ 平成17年3月31日 0 1 39 ○ ○ ○

33 211 備前市

33 212 瀬戸内市

33 213 赤磐市

33 214 真庭市

33 215 美作市

33 216 浅口市

33 346 和気町

33 423 早島町

33 445 里庄町

33 461 矢掛町

33 586 新庄村

33 606 鏡野町

33 622 勝央町

33 623 奈義町

33 643 西粟倉村

33 663 久米南町

33 666 美咲町

33 681 吉備中央町

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　31　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

4 15 2 13.3 17 0 0.0 12 0 0.0 12 0 0.0 6,560 500 7.6

33 100 岡山市 1 0 0.0 2 0 0.0 1715 127 7.4

33 202 倉敷市 平成12年10月21日 倉敷市男女共同参画都市宣言 1 1 1 100.0 2 0 0.0

33 203 津山市 1 0 0.0 1 0 0.0 365 7 1.9

33 204 玉野市 平成14年9月20日 玉野市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 25 0 0.0

33 205 笠岡市 1 0 0.0 0 0 - -

33 207 井原市 1 0 0.0 1 0 0.0 102 1 1.0

33 208 総社市 平成18年3月24日 総社市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 396 31 7.8

33 209 高梁市 1 0 0.0 1 0 0.0 694 63 9.1

33 210 新見市 1 1 100.0 1 0 0.0 843 108 12.8

33 211 備前市 1 0 0.0 1 0 0.0 184 11 6.0

33 212 瀬戸内市 1 0 0.0 1 0 0.0 不明 不明

33 213 赤磐市 1 0 0.0 2 0 0.0 132 5 3.8

33 214 真庭市 平成17年12月26日 真庭市男女共同参画杜市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 854 59 6.9

33 215 美作市 1 0 0.0 1 0 0.0 211 6 2.8

33 216 浅口市 1 0 0.0 1 0 0.0 498 75 15.1

33 346 和気町 1 0 0.0 1 0 0.0 52 0 0.0

33 423 早島町 1 0 0.0 1 0 0.0 28 0 0.0

33 445 里庄町 1 0 0.0 1 0 0.0 37 1 2.7

33 461 矢掛町 1 0 0.0 1 0 0.0 60 3 5.0

33 586 新庄村 1 0 0.0 1 0 0.0 25 1 4.0

33 606 鏡野町 1 0 0.0 1 0 0.0 93 1 1.1

33 622 勝央町 1 0 0.0 1 0 0.0 29 0 0.0

33 623 奈義町 1 0 0.0 1 0 0.0 19 0 0.0

33 643 西粟倉村 1 0 0.0 1 0 0.0 12 0 0.0

33 663 久米南町 1 0 0.0 1 0 0.0 33 0 0.0

33 666 美咲町 1 0 0.0 1 0 0.0 81 0 0.0

33 681 吉備中央町 1 0 0.0 1 0 0.0 72 1 1.4

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他
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比
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（％）
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長

数

女
性
比
率

（％）

岡山県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況

女
性
比
率

（％）

副
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長

数

女
性
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（％）

女
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（％）

自
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副

市

区

長

数



市町村４－４

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 令和元年5月1日 3

うち うち うち うち うち うち うち うち

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

数女

性

委

員

数女

性

委

員

811 705 11,685 3,639 31.1 740 663 11,274 3,455 30.6 138 86 941 147 15.6 485 81 16.7 508 83 16.3

小計 737 661 11,196 3,450 30.8 138 86 941 147 15.6

33 100 岡山市 40 令和4年3月 69 69 1,211 521 43.0 法律または条例により設置されているもの 69 69 1,212 521 43.0 6 5 54 13 24.1 53 21 39.6 54 21 38.9 1 1 1

33 202 倉敷市 40 令和3年3月 81 77 1,606 485 30.2
法令又は政令等により設置されている審議会等及び条例、規則等に
より設置されている懇談会、会議等（広域を除く）

81 77 1,606 485 30.2 6 5 48 7 14.6 49 14 28.6 50 15 30.0 1 1 1

33 203 津山市 30 令和5年3月 80 69 978 265 27.1
法律又は政令により設置されている審議会等。条例、規則等により
設置されている懇談会、会議等。要綱等により設置されてている懇談
会、会議等。

64 58 788 233 29.6 6 5 74 13 17.6 33 5 15.2 34 5 14.7 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 2

33 204 玉野市 36.5 令和4年3月 35 28 441 116 26.3 法律、条例、規則、要綱に基づき設置された審議会等 23 17 275 80 29.1 6 4 41 7 17.1 8 1 12.5 9 1 11.1 1 1 1

33 205 笠岡市 40 令和4年3月 58 56 869 360 41.4
法律又は政令により設置されている審議会等，条例，規則等により
設置されている懇談会，会議等，要綱等により設置されている懇談
会，会議等

41 41 670 291 43.4 6 5 31 7 22.6 22 7 31.8 23 7 30.4 1 1 1

33 207 井原市 40 令和4年3月 41 39 515 177 34.4
法律、政令、条例、規則、要綱等に基づき設置されている審議会、懇
談会、会議等

30 28 370 133 35.9 5 4 39 10 25.6 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1

33 208 総社市 40 令和4年3月 39 38 904 261 28.9
法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置さ
れている審議会等

39 38 904 261 28.9 5 4 31 6 19.4 23 2 8.7 24 2 8.3 1 1 1

33 209 高梁市 30 令和3年 28 22 587 124 21.1
法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置さ
れている審議会等

28 22 587 124 21.1 5 4 41 7 17.1 31 2 6.5 32 2 6.3 1 1 1

33 210 新見市 30 令和3年3月 54 41 656 173 26.4
法律又は政令により設置されている審議会等
条例、規則等により設置されている懇談会、会議等
要綱等により設置されている審議会、会議等

24 24 425 117 27.5 5 3 41 5 12.2 31 1 3.2 32 2 6.3 1 1 1

33 211 備前市 38 令和3年4月 32 28 411 142 34.5
法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより設置した
審議会等

32 28 411 142 34.5 5 3 40 6 15.0 24 5 20.8 25 5 20.0 1 1 1

33 212 瀬戸内市 35 令和4年3月 31 22 280 70 25.0
法令または政令により設置されている審議会等
法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の5）
条例、規則等により設置されている懇談会、会議等

26 20 256 66 25.8 5 2 24 4 16.7 23 1 4.3 24 1 4.2 1 1 1

33 213 赤磐市 40 令和3年3月 21 21 300 105 35.0
法律又は政令により設置されている審議会等。また、条例、規則等に
より設置されている会議等。

21 21 300 105 35.0 5 3 34 6 17.6 15 3 20.0 16 3 18.8 3 平成31年3月31日 3 平成31年3月31日 1

33 214 真庭市 30 令和3年3月 35 31 484 127 26.2
法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置さ
れる審議会等

35 31 484 127 26.2 5 3 37 4 10.8 24 10 41.7 25 10 40.0 1 1 1

33 215 美作市 40 令和4年3月 27 23 331 87 26.3
法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置さ
れる審議会等（地方自治法第２０２条の３）、法律により設置されてい
る委員会等（地方自治法第１８０条の５）

22 19 300 82 27.3 5 4 31 5 16.1 1 1 1

33 216 浅口市 30 令和4年3月 47 29 413 127 30.8
法律又は政令により設置されている審議会等、法律により設置され
ている委員会等、条例、規則等により設置されている懇談会、会議等
及び要綱等により設置されている懇談会、会議等

27 26 368 121 32.9 5 2 23 3 13.0 0 0 0 0 1 1 1

33 346 和気町 12 9 212 25 11.8 5 3 39 3 7.7 8 0 0.0 9 0 0.0 1 1 1

33 423 早島町 30 令和4年3月 15 13 143 32 22.4
法律又は政令により設置されている審議会等、条例規則等により設
置されている懇談会、会議等

15 13 143 32 22.4 5 1 24 2 8.3 21 1 4.8 22 1 4.5 1 1 1

33 445 里庄町 40 令和5年3月 38 31 505 163 32.3

法律又は政令により設置されている審議会等
法律により設置されている委員会等
条例、規則等により設置されている懇談会・会議等
要綱等により設置されている懇談会、会議等

16 15 192 47 24.5 5 3 26 3 11.5 13 2 15.4 14 2 14.3 1 1 1

33 461 矢掛町 30 令和3年3月 27 24 333 80 24.0
法律又は政令により設置されている審議会等
条例、規則等により設置されている懇談会、会議等

27 24 333 80 24.0 5 1 29 2 6.9 1 1 1

33 586 新庄村 7 4 48 7 14.6 4 2 15 3 20.0 13 1 7.7 14 1 7.1 1 1 1
33 606 鏡野町 13 10 183 49 26.8 5 3 26 4 15.4 10 0 0.0 11 0 0.0 2 2 2
33 622 勝央町 15 11 210 45 21.4 5 3 25 5 20.0 19 0 0.0 20 0 0.0 2 2 2
33 623 奈義町 11 9 166 51 30.7 5 3 33 5 15.2 14 0 0.0 15 0 0.0 1 3 平成30年4月1日 1
33 643 西粟倉村 8 5 55 7 12.7 5 2 25 3 12.0 13 0 0.0 14 0 0.0 2 2 2

33 663 久米南町 33 令和3年3月 16 13 175 53 30.3
法令又は政令により設置されているものまたは条例、規則等により
設置されているもの

16 13 175 53 30.3 4 3 21 3 14.3 7 1 14.3 8 1 12.5 1 1 1

33 666 美咲町 35 令和4年3月 13 10 169 40 23.7 法律又は政令により設置されている審議会等 11 8 149 35 23.5 5 2 59 3 5.1 1 1 1
33 681 吉備中央町 30 令和5年3月 24 21 374 131 35.0 法令・政令・条例等により設置されている審議会等 24 21 374 131 35.0 5 4 30 8 26.7 12 2 16.7 13 2 15.4 1 1 1

その他

調査時点コード

その他

目標設定の対象である審議会等の範囲

総

委

員

数

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

審

議

会

等

数

（内数）
市町村防災会議
(会長を含む)

総

委

員

数

女
性
比
率

（％）

総

委

員

数

女
性
比
率

（％）

目標設
定の対

象である
審議会
等の目
標及び
現状値

その他

地方自治
法（第202
条の３）に
基づく審議
会等にお
ける登用

状況

地方自治
法(第180
条の５）に
基づく委員
会等にお
ける登用

状況

平成31年4月1日 その他調査時点コード

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総

委

員

数

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

目
標
値

（％）

目

標

達

成

期

限

審

議

会

等

数

女
性
比
率

（％）

岡山県

総

委

員

数

（内数）
市町村防災会議
(委員のみ）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

審

議

会

等

数



市町村４－４ (2)

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

3 2 78 5 6.4 0 0 0 0  

岡山市 0 0 0 0 0 0 0 0

倉敷市 0 0 0 0 0 0 0 0

津山市 0 0 0 0 0 0 0 0

玉野市 0 0 0 0 0 0 0 0

笠岡市 0 0 0 0 0 0 0 0

井原市 0 0 0 0 0 0 0 0

総社市 0 0 0 0 0 0 0 0

高梁市 0 0 0 0 0 0 0 0

新見市 0 0 0 0 0 0 0 0

備前市 0 0 0 0 0 0 0 0

瀬戸内市 0 0 0 0 0 0 0 0

赤磐市 0 0 0 0 0 0 0 0

真庭市 0 0 0 0 0 0 0 0

美作市 0 0 0 0 0 0 0 0

浅口市 0 0 0 0 0 0 0 0

和気町 0 0 0 0 0 0 0 0

早島町 0 0 0 0 0 0 0 0

里庄町 0 0 0 0 0 0 0 0

矢掛町 0 0 0 0 0 0 0 0

新庄村 0 0 0 0 0 0 0 0

鏡野町 0 0 0 0 0 0 0 0

勝央町 1 0 58 0 0.0 0 0 0 0

奈義町 0 0 0 0 0 0 0 0

西粟倉村 0 0 0 0 0 0 0 0

久米南町 0 0 0 0 0 0 0 0

美咲町 2 2 20 5 25.0 0 0 0 0

吉備中央町 0 0 0 0 0 0 0 0

総
委
員
数

（内数）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（内数）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

岡山県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）



市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）No3

1 2 3

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

1,875 261 13.9 1,396 150 10.7 277 22 7.9 231 19 8.2 262 20 7.6 209 14 6.7 1,336 219 16.4 956 117 12.2 2,021 546 27.0 1,418 296 20.9 2,828 1,001 35.4 1,775 525 29.6

33 100 岡山市 402 50 12.4 301 40 13.3 26 4 15.4 25 4 16.0 72 4 5.6 54 4 7.4 304 42 13.8 222 32 14.4 467 92 19.7 325 46 14.2 597 168 28.1 364 93 25.5 1

33 202 倉敷市 381 33 8.7 273 16 5.9 65 3 4.6 52 2 3.8 91 8 8.8 69 5 7.2 225 22 9.8 152 9 5.9 399 79 19.8 287 46 16.0 688 248 36.0 404 131 32.4 1

33 203 津山市 129 24 18.6 121 16 13.2 18 3 16.7 18 3 16.7 31 4 12.9 29 2 6.9 80 17 21.3 74 11 14.9 113 27 23.9 100 15 15.0 151 58 38.4 127 34 26.8 1

33 204 玉野市 75 7 9.3 48 4 8.3 18 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0 0 57 7 12.3 38 4 10.5 98 27 27.6 64 15 23.4 158 67 42.4 86 22 25.6 1

33 205 笠岡市 56 6 10.7 42 4 9.5 13 1 7.7 10 1 10.0 3 0 0.0 2 0 0.0 40 5 12.5 30 3 10.0 67 22 32.8 32 6 18.8 98 47 48.0 56 12 21.4 1

33 207 井原市 62 8 12.9 39 3 7.7 12 2 16.7 9 1 11.1 14 1 7.1 11 0 0.0 36 5 13.9 19 2 10.5 42 9 21.4 31 3 9.7 41 16 39.0 26 9 34.6 1

33 208 総社市 71 13 18.3 54 12 22.2 11 2 18.2 10 2 20.0 12 1 8.3 9 1 11.1 48 10 20.8 35 9 25.7 60 15 25.0 41 10 24.4 76 19 25.0 42 12 28.6 1

33 209 高梁市 82 13 15.9 56 3 5.4 13 1 7.7 11 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 64 12 18.8 40 3 7.5 109 37 33.9 56 11 19.6 158 71 44.9 87 29 33.3 1

33 210 新見市 65 17 26.2 44 5 11.4 7 0 0.0 6 0 0.0 18 1 5.6 16 1 6.3 40 16 40.0 22 4 18.2 54 14 25.9 38 7 18.4 116 29 25.0 79 11 13.9 1

33 211 備前市 52 6 11.5 46 5 10.9 12 1 8.3 11 1 9.1 15 1 6.7 13 1 7.7 25 4 16.0 22 3 13.6 81 22 27.2 67 19 28.4 60 21 35.0 45 16 35.6 1

33 212 瀬戸内市 60 11 18.3 42 9 21.4 18 1 5.6 13 1 7.7 0 0 0 0 42 10 23.8 29 8 27.6 46 17 37.0 21 6 28.6 86 39 45.3 37 17 45.9 1

33 213 赤磐市 54 7 13.0 43 6 14.0 15 1 6.7 12 1 8.3 39 6 15.4 31 5 16.1 110 49 44.5 73 26 35.6 92 28 30.4 54 15 27.8 1

33 214 真庭市 94 26 27.7 56 6 10.7 20 2 10.0 18 2 11.1 74 24 32.4 38 4 10.5 78 28 35.9 63 24 38.1 208 68 32.7 150 50 33.3 1

33 215 美作市 62 5 8.1 48 3 6.3 13 0.0 10 0.0 49 5 10.2 38 3 7.9 42 18 42.9 31 9 29.0 109 41 37.6 77 21 27.3 1

33 216 浅口市 43 9 20.9 39 7 17.9 11 1 9.1 11 1 9.1 1 0 0.0 1 0 0.0 31 8 25.8 27 6 22.2 74 19 25.7 59 15 25.4 32 9 28.1 23 3 13.0 1

33 346 和気町 25 2 8.0 24 1 4.2 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 20 2 10.0 19 1 5.3 21 7 33.3 21 7 33.3 20 10 50.0 20 10 50.0 1

33 423 早島町 13 1 7.7 11 0 0.0 13 1 7.7 11 0 0.0 13 2 15.4 10 1 10.0 25 16 64.0 19 10 52.6 1

33 445 里庄町 12 1 8.3 11 1 9.1 12 1 8.3 11 1 9.1 13 3 23.1 8 0 0.0 1

33 461 矢掛町 12 2 16.7 9 1 11.1 12 2 16.7 9 1 11.1 9 3 33.3 8 2 25.0 19 6 31.6 12 3 25.0 1

33 586 新庄村 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.0 4 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 2 0 0.0 2 0 0.0 1

33 606 鏡野町 30 1 3.3 17 1 5.9 30 1 3.3 17 1 5.9 35 14 40.0 23 7 30.4 2

33 622 勝央町 14 2 14.3 11 2 18.2 14 2 14.3 11 2 18.2 17 11 64.7 7 3 42.9 18 9 50.0 14 5 35.7 2

33 623 奈義町 9 0 0.0 7 0 0.0 9 0 0.0 7 0 0.0 7 3 42.9 4 2 50.0 15 7 46.7 7 4 57.1 1

33 643 西粟倉村 6 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0 3 1 33.3 3 1 33.3 2

33 663 久米南町 13 2 15.4 9 0 0.0 13 2 15.4 9 0 0.0 21 12 57.1 13 5 38.5 29 12 41.4 21 8 38.1 1

33 666 美咲町 22 4 18.2 19 1 5.3 22 4 18.2 19 1 5.3 25 11 44.0 20 6 30.0 1

33 681 吉備中央町 27 11 40.7 16 4 25.0 27 11 40.7 16 4 25.0 16 3 18.8 12 3 25.0 30 12 40.0 23 10 43.5 1

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

調査時点コード 平成31年4月1日 令和元年5月1日 その他
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職
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（％）
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（％）
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（％）
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長
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性
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（％）

課
長
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管理職の在職状況 職務上の地位別職員在職状況



市町村４－５

調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 岡山県

1 平成31年4月1日 2 令和元年5月1日 3

問１ 問２ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間よりも短い。
２．労働基準法65条
の産前産後の就業制
限の期間以上であ
る。
３．期間の定めはな
い。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

1の合計 21 1 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 0

2の合計 2 20 0 21 5 5 8 6 17 5 0 0 1

3の合計 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4の合計 4 21 20 17 19 8 18 27 27 25

33 100 岡山市 岡山市議会 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4

岡山市議会会議規則
第３条第１項
　議員は、疾病、育児、家族の看護または介護、配偶者の出産補助その他の事由によ
り出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。

4 4 4 1

33 202 倉敷市 倉敷市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

33 203 津山市 津山市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 3 令和元年8月1日

33 204 玉野市 玉野市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

33 205 笠岡市 笠岡市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 令和元年8月26日

33 207 井原市 井原市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1

33 208 総社市 総社市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2

33 209 高梁市 高梁市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

33 210 新見市 新見市議会 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

33 211 備前市 備前市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 1

33 212 瀬戸内市 瀬戸内市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

33 213 赤磐市 岡山県赤磐市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

33 214 真庭市 真庭市議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 1

33 215 美作市 美作市議会 1 2 3 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 1

33 216 浅口市 浅口市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 令和元年8月1日

33 346 和気町 和気町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

33 423 早島町 早島町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

33 445 里庄町 里庄町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1

33 461 矢掛町 矢掛町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

33 586 新庄村 新庄村議会 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

33 606 鏡野町 鏡野町議会 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1
第２条　議員は、疾病、看護、介護、出産、育児、忌引、災害その他やむを得ない理由
により欠席し、遅参し、又は早退するときには、その理由を付け、当日の開議時刻まで
に議長に届けでなければならない。

4 4 4 2

33 622 勝央町 勝央町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

33 623 奈義町 奈義町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

33 643 西粟倉村 西粟倉村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

33 663 久米南町 久米南町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 1
第2条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。

4 4 4 1

33 666 美咲町 美咲町議会 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

33 681 吉備中央町 吉備中央町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

調査時点コード その他

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～４のいずれか一
つを選択してください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、以下の
事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、
　　　　運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、
　　　　過去に事例が無い

問３ 問４

問３（１）． 問１．で１
を選択した場合、取
得することが可能な
休業期間は、次のう
ちどれに当てはまり
ますか。

問３(２) ． 問１．
で１を選択した場
合、休暇の期間
の報酬につい
て、減額の規定
はありますか。

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。
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